
以下の要件を満たすことにより、家畜防疫員等の指示・監督のもと、
「登録飼養衛生管理者」による接種が可能となります。
✓ 作業手順書を作成した「認定農場」
✓ 研修会を修了した「登録飼養衛生管理者」
✓ 適切なワクチンの使用・管理・報告など

飼養衛生管理者による豚熱ワクチン接種体制（案）
が国から示されましたので 概要を簡単にお知らせします

２ 県による豚熱ワクチン使用許可

３ 農場によるワクチンの保管・管理・接種・報告 の実施

法第50条に基づき、豚熱ワクチンは知事の許可が必要。他者への譲渡禁止。

②注射針等の資材の購入

連続注射器、注射針、
標識に使うカラースプレー
などの資材は自己負担

③ワクチン接種

登録飼養衛生管理者のみ
が適時に接種
台帳に実績を記録
（接種頭数、使用瓶本数）

■飼養衛生管理基準
の遵守

■作業手順書の作成

認定農場の要件

■県が行う研修会の修了
■適時に接種を実施
■知識・技術の習得 等

登録飼養衛生管理者の要件

接種を可能とするためには、農場と飼養衛生管理者の認定・登録が必要です。

登録

認定

①接種計画提出・ワクチン受領

県が購入したワクチンの受領（所有権は県）
台帳に納入の記録 保冷庫に保管
県にワクチン管理手数料※を支払う
※手数料額は検討中

家保

④実績報告提出・空瓶の返却

家保

３本 ＝ ３本

（県）頭数・本数の
突合確認
・接種計画書
・実績報告書
・空瓶の数

⑤その他

他者へのワクチン譲渡禁止！
家畜防疫員等への協力
（定期立入、免疫付与状況確認検査等）
毎年１回以上の研修会の参加

１ 希望する農場の事前準備（申請・認定・登録）
早くても

令和５年４月から

家畜防疫員等の指示書

R4.10現在の案であり、今後
変更される可能性があります。

《想定される事務の流れ》

 

長野県飯田家畜保健衛生所
飯伊家畜畜産物衛生指導協会
TEL：0265-53-0439､0440

FAX：0265-53-0441

E-mail:iidakachiku@pref.nagano.lg.jp
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設問事項 ご 回 答
農 場 名

１ 農場の飼養衛生管理者に
よるワクチン接種の実施を
希望しますか？
 ① 希望する
 ② 検討中
 ③ 希望しない
 ④ その他（ご意見等を自由
に記入してください）

２ （１を希望する場合）
 登録を希望する飼養衛生管
理者は何人ですか？

３ 本件に関する質問、
疑義、要望等があれば
自由に記入してください。

【回答先】⻑野県飯⽥家畜保健衛生所
 〒395-0034 飯⽥市追⼿町2−678 飯⽥合同庁舎2階
 TEL：0265−53−0439   FAX：0265−53−0441
 mail：iidakachiku@pref.nagano.lg.jp

飼養衛生管理者によるワクチン接種体制（案）
を踏まえた、各農場の意向調査（回答用紙）

 以下の事項について、電話、FAX、メール等でご回答ください。
〆切 令和４年11月15日（火）


